
農産物検査業務規程の一部改正について 

 

１．改正理由  

   令和８年４月３０日に施行された「農産物規格規程」の一部改正により、愛知県内に 

おける農産物検査の産地品種銘柄の変更がなされたため。 

２．改正内容 

   産地品種銘柄の選択銘柄の水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米で、「みつひかり」を 

削除する。 

３．新旧対照表 

   下記、「農産物検査業務規程 新旧対照表」のとおりとする。 

４．施行日 

 この規程の一部改正は、理事会に承認された日から施行する。 

 

農産物検査業務規程 新旧対照表 

新 旧 

第１章～第３章 【略】 

第４章 農産物検査の業務の実施 

 第10条～第11条 【略】 

 （農産物検査の受付の条件） 

 第12条 【略】 

② 「農産物検査に関する基本要領」（平成

21年５月29日付け21総食第213号総合食

料局長通知） Ⅰの第２の１の（２）に規

定する産地品種銘柄の選択銘柄は、次の

とおりとする。 

（水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米） 

道 府 県   品    種 

愛 知 県 あきたこまち、 

ミネアサヒ、 

ミルキークイーン、 

みねはるか、ゆめまつり、 

あきだわら、なつきらり、 

にこまる、キヌヒカリ、 

大地の風、チヨニシキ、 

縁結び、ハツシモ、 

ひとめぼれ、（削除） 

ほしじるし、 

にじのきらめき、 

あさひの夢 

【略】 

  なお、上記事項を設定（変更を含む。）

した場合、速やかにホームページ等に掲

載するとともに、愛知県知事（以下「知

事」という。）に報告するものとする。 

 第13条～第18条 【略】 

第５章～第７章 【略】 

附 則（令和８年５月２９日）    

この規程の一部改正は、理事会に承認された日

から施行する。 

第１章～第３章 【略】 

第４章 農産物検査の業務の実施 

 第10条～第11条 【略】 

 （農産物検査の受付の条件） 

 第12条 【略】 

② 「農産物検査に関する基本要領」（平成

21年５月29日付け21総食第213号総合食

料局長通知） Ⅰの第２の１の（２）に規

定する産地品種銘柄の選択銘柄は、次の

とおりとする。 

（水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米） 

道 府 県   品    種 

愛 知 県 あきたこまち、 

ミネアサヒ、 

ミルキークイーン、 

みねはるか、ゆめまつり、 

あきだわら、なつきらり、 

にこまる、キヌヒカリ、 

大地の風、チヨニシキ、 

縁結び、ハツシモ、 

ひとめぼれ、みつひかり、 

ほしじるし、 

にじのきらめき、 

あさひの夢 

【略】 

  なお、上記事項を設定（変更を含む。）

した場合、速やかにホームページ等に掲

載するとともに、愛知県知事（以下「知

事」という。）に報告するものとする。 

 第13条～第18条 【略】 

第５章～第７章 【略】 

（追加） 

 



令和８年６月 

 

組合員・利用者の皆様へ 

 

豊橋農業協同組合 

 

 

 

農産物検査機関における検査銘柄について 

 

「農産物検査に関する基本要領」（平成21年５月29日付け21総食第213号総合食料局長通知）Ⅰの第２の１の（２）に 

規定する産地品種銘柄の選択銘柄と必須銘柄は、下記の通りとなります。 

 

 

記 

 

● 水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米 

区 分 銘     柄 

必須銘柄 コシヒカリ、あいちのかおり、あいちのこころ 

選択銘柄 

あきたこまち、ミネアサヒ、ミルキークイーン、みねはるか、 

ゆめまつり、あきだわら、なつきらり、にこまる、キヌヒカリ、 

大地の風、チヨニシキ、縁結び、ハツシモ、ひとめぼれ、 

ほしじるし、にじのきらめき、あさひの夢 

 

● 水稲もちもみ及び水稲もち玄米 

区 分 銘     柄 

必須銘柄 － 

選択銘柄 十五夜糯、ヒヨクモチ、こはるもち 

 

● 普通小麦 

区 分 銘     柄 

必須銘柄 イワイノダイチ 

選択銘柄 きぬあかり、ゆめあかり 

 

● 普通小粒大麦 

区 分 銘     柄 

必須銘柄 － 

選択銘柄 カシマゴール 

 

● 普通はだか麦 

区 分 銘     柄 

必須銘柄 － 

選択銘柄 ビューファイバー、ワキシーファイバー 

 

● 大豆 

区 分 銘     柄 

必須銘柄 フクユタカ 

選択銘柄 － 

 


